
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  資本的支出と修繕費                    

Ｑ：資本的支出と修繕費の区別がつかない

費用は、どのように処理したらいいですか？                         

                                              

Ａ：次のような判定基準があります。 

【解説】  

法人税では、法人が有する固定資産の修理、

改良等のために支出した金額のうちその固定

資産の通常の維持管理のため、又はき損した

固定資産につきその原状を回復するために要

したと認められる部分の金額が修繕費となる

とされているのですが、実務では資本的支出

か修繕費か区別付きにくいこともあり、通達

では、次のような判定基準を定めています。 

1.形式基準による修繕費の判定 

一の修理、改良等のために要した費用の額

のうちに資本的支出であるか修繕費であるか

が明らかでない金額がある場合において、そ

の金額が次のいずれかに該当するときは、修

繕費として損金経理をすることができるもの

とする。 

①その金額が60万円に満たない場合 

②その金額がその修理、改良等に係る固定資

産の前期末における取得価額のおおむね

10％相当額以下である場合 

2.資本的支出と修繕費の区分の特例 

法人が、資本的支出であるか修繕費である

かが明らかでない金額を、継続してその金額

の30％相当額とその修理、改良等をした固定

資産の前期末における取得価額の10％相当額

とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額

を資本的支出とする経理をしているときは、

これを認める。 
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